
・  生活道路や送電電信等のライフライン施設の風倒木による遮断の未然防止や社会福祉施設等の公共施設周辺の荒廃森林の整備を実施。

・  異常気象による風倒木被害など、既存の事業で対応できない山林復旧を支援する。

・  森林の持つ多面的機能を広く周知できるイベントやセミナー等の開催に要する費用を支援する。

⑤  森林循環型対策

・  森林バイオマスエネルギーの推進、林地残材の有効な利活用を促進し、薪の生産加工に係る経費の支援や、公共施設等の人が集まる

         施設の薪ボイラーや、薪ストーブの設置に係る経費を支援し循環型社会の促進を図る。

⑥  災害防止・国土保全機能強化等の観点から未整備森林の整備

・  森林の防災機能を高めるため、緊急的に間伐が必要な森林の整備を実施。

・  担い手の確保、育成に取り組み、施業に必要な免許取得の支援や新規就労者への仕度支援を図る。

・  西臼杵林業振興協議会と地域の課題を共有し循環型林業の研究及び研修や、担い手対策となる「林業体験」、「木育」や学校への

     「出前講座」など林業振興活動を支援する。

④  木材利用の普及啓発

・  町産材の合法木材を使用した公共施設の建設や木質化への改修、学校などの机や椅子の更新を支援し、木材の良さを普及啓発すると

         共に町産材の利用促進を図る。

・  林道等の路網に、地域の事業体と林道に関する点検・維持管理に関する協定を結び、事業体が日常的に行う活動や、維持補修に係る

         資材及び機械リース料等を支援する。

・  集中豪雨の頻発を踏まえ、路網の補強等の機能強化を図る。

③  担い手対策

・  林業事業体の福利厚生を支援し雇用の促進を図る。

・  中・小林業事業体の経営安定化と素材生産量の増大を図るため、高性能林業機械等の導入に対して助成を行う。

・  間伐施業の促進や実施、間伐に必要な作業道の開設、または補修への支援。

・  森林境界明確化に関する調査や委託を行い境界図を作成する。

・  森林保全につながる森林被害対策としての有害鳥獣被害防止の支援。

・  林業事業体のＩＣＴ化導入による施業効率化の支援。

・  林地台帳システムのリースや保守、データ更新などの精度向上。

②  林道等の路網の継続的な点検・維持修繕

■今後の実施計画

   「五ヶ瀬町森林環境対策事業基本方針」に基づき、本町の林業振興及び森林整備の促進を図る。

①  森林整備

・  森林経営管理制度（森林経営管理法）に係る調査及び経営管理が行われていない森林を五ヶ瀬町が委託を受け経営管理を行い早期の

         森林整備実施につなげる。

・  森林経営管理制度に係るアドバイザーや会計年度任用職員の雇用。


